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「2025年度 勤務労働条件に関する要求書」 回答交渉 

 

【日時】令和７年３月 13日（木） 16:00～16:30 

【場所】市役所本庁舎地下１階 共通会議室 

【出席者】こども青少年局企画部長以下、大阪市従業員労働組合市民生活支部支部長以下と

の交渉 

 

（所属） 

 ただいまより、昨年６月 18 日に市従市民生活支部から申し入れを受けた「2025 年度 勤

務労働条件に関する要求書」について回答してまいる。 

 それでは、「2025年度 勤務労働条件に関する要求書」の申し入れについて、ただいまお渡

しした回答についてご説明させていただく。 

安全衛生管理体制の拡充については、職員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場

環境の形成や公務災害の防止を図るため、労働安全衛生法等に基づき、安全衛生委員会を設

置している。次年度においても毎月安全衛生委員会及び必要に応じて専門委員会を開催し、

職場環境改善及び公務災害事例について検討を重ね、職員が安全で働きやすい職場づくりに

努めてまいる。なお、職場巡視点検についても、今年度同様に産業医や衛生管理者を中心に

次年度も実施していく予定である。 

次に、「こころの健康問題」については、職員のこころの健康づくりに必要なメンタルヘル

スケアの推進に重点を置いて取り組んでおり、職員に対しては、職員自らがストレスの状況

に気付き対処法を学ぶことを目的としたセルフケア研修を、管理監督者に対しては、こころ

の健康に問題を持つ部下職員に対する相談対応に必要なスキルを身に付けることを目的とし

たラインケア研修を実施した。 

また、今年度においてもストレス調査を実施し、その結果をもとに、高ストレス者へは、

総括産業医との面接勧奨を行い、希望者へ面接を実施するなど、職員がメンタルヘルス不調

となることを未然に防止するための対策を講じてきたところである。 

来年度も引き続き、メンタルヘルスケアの推進に取り組んでまいる。 

新型コロナウイルス感染症については、「５類感染症」移行後は感染対策が個人や事業者の

判断に委ねられることになったが、今後の新興感染症等からの感染防止対策として、新たな

通知や情報等については各課・事業所あて周知するとともに、安全衛生委員会においても周

知してまいる。 

次に、職員が休職から復職するにあたっては、職員自身の不安を軽減し、疾病の再発防止

及び円滑な職場復帰を図るため、復職後しばらくの間は、徐々に職場に慣れるよう就業上の

配慮として勤務時間の短縮や職場内での業務分担替えを行うなど、所属の管理監督者におい

て、きめ細かな復職支援策を実施してまいる。 

次に、自然災害対策については、大阪市地域防災計画に基づき、大阪市災害対策本部こど

も青少年部災害応急対策実施要領を定めており、初期初動体制の充実強化や職員の防災意識
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の高揚を図るため、南海トラフ巨大地震の発生を想定した職員参集訓練や災害対策本部設置

運用訓練等を実施し、いざというとき、迅速かつ的確に行動できるよう、各職員に対して周

知・徹底を図っているところである。 

また、「能登半島地震」に係る復旧支援については、大阪市としてこども青少年局に対して

の要請がありましたら、要請内容を確認のうえ、可能な限りの対応を検討してまいる。 

次に業務執行体制については、2025 年度に保育所４箇所を民間委託することとしている。 

さらに、技能職員１名を新規採用し、施設維持管理部門に配置することになっている。 

事務事業の再構築にかかる施策の企画・立案とそれに対応する業務執行体制の改編につき

ましては、専ら職制が自らの責任と判断において行う管理運営事項として、職員がこれまで

培ってきた知識、技術、経験を考慮した配置を行い、最大限の行政サービスが提供できるよ

う取り組んでまいるが、職員の勤務労働条件に変更が生じる事項については、適宜、協議・

交渉を行ってまいりたいと考えているので、よろしくお願いする。 

次に、被服については、この間、課題があると指摘をいただいている貸与数等について、

安全・安心な食事提供における衛生面の確保の観点から、作業服３類上衣の貸与数を 2024年

度より２着貸与とした。その他の被服についても課題整理を行い、対応の検討を進めてまい

る。 

 

（支部） 

まず、2024年１月１日に発生した石川県能登半島地震から約９か月後に被災者に対して追

い打ちをけるような大雨被害が発生しました。 

まだまだ、住民が日常生活を取り戻すまでには、息の長い支援が求められる。 

今後も災害支援要請には、可能な限り支援に応えていただきたいことを先に申し伝えてお

く。 

ただいま、企画部長より「2025年度勤務労働条件に関する要求書」に対する回答が示され

た。 

支部は、市民が安心して暮らせるまちづくりの実現と組合員の生活と権利を守るため、現

業職場活性化運動を推進し、「より質の高い公共サービス」の提供に向け、取り組みの強化を

図っていく。また、大規模災害に備えた防災・減災対策を進め、基礎自治体としての公的役

割と責務を果たし、市民が安全で安心して暮らせるまちづくりに向けた、業務執行体制を構

築することが、必要不可欠であると考えているが、安易なコスト論のみに固執した事業の見

直しと、職員数の大幅な削減、給与水準の見直しは、組合員の「働きがい・やりがい」をなく

すだけでなく、市民への必要不可欠な安全性が保たれず、提供すべき公共サービスに影響を

及ぼすものと考えている。 

局として、あらためて市民にとって、安全で安心して暮らせるまちづくりに向けた公共サ

ービスについて、重要な事業の点検・検証を多角的な視点でおこない、局事業を推進するよ

う最大限の努力を行うよう要請する。 

業務執行体制については、慢性的な欠員が続いている。 

定年延長制度が導入されたものの欠員問題が解消されない状況が続いており、今後の団塊
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世代の退職により、業務そのものに支障をきたす恐れがある。 

現在、採用募集をおこなっても、年々と人手不足が深刻な状況であるため、募集定員に満

たない事態が生じていると聞き及んでいる。 

欠員が生じている状況で業務をおこなうことは、組合員のメンタル面を追い込んでいるこ

とに十分理解すべきである。 

また、技能職員のおこなう業務の質については、平時・有事に関わらず、同じレベルが求

められ、特に安全性については、あらゆる状況下であっても市民はもとより組合員にも安全

性が担保されるべきであるため、人数合わせの採用ではなく、継続した技能職員の新規採用

を再開するべきである。 

この間、技能職員が現場で培ってきた技術・技能・知識・経験が豊富で、優秀な人財から次

世代へと脈々と継承ができるよう、継続的な新規採用をおこなうべきである。 

この慢性的な欠員を生じさせていることは、局として市民サービスの安全性を軽視してい

ると言わざるを得ない。 

次に、安全衛生対策の充実・強化については、過去に起きた公務災害の事例やヒヤリハッ

ト報告の事案や各自治体で起きた公務災害の事案を踏まえた研修をおこない、事故防止への

取り組み強化を図るよう強く求めておく。合わせて、安全衛生委員も職場巡視に参加し、各

現場のリスクアセスメントの特定をおこない、危険性・有害性からのリスクの低減策を講じ

るよう要請しておく。また、更なる活性化を図るため専門委員会の定期的な開催をおこない、

公務災害の未然防止に向け、一層の取り組みを図るよう要請しておく。 

こころの健康問題については、支部としても近年増加傾向にある事から、非常に重要な課

題であると認識している。とりわけ、ストレスチェックの組織結果において、量的負担では、

大阪市平均を上回る判定であり、仕事のコントロールでは、全国平均および大阪市平均を上

回る判定となっているのは、労働力不足が招いた結果である。局は、要員確保はもとより、

職場におけるストレス要因の解消に向け、対策を講じるよう強く求めておく。また、局とし

てメンタルヘルス不調の未然防止に努め、決して不幸な事象を発生させない取り組みを要請

しておく。 

復職するにあたって、「就業上の配慮や、きめ細やかな復職支援策を実施する」とのことで

あり、復職支援に向けた十分な対応を要請しておく。今後は、組合員が働きやすい職場環境

改善の取り組みと、心の健康問題について、安全衛生委員会で議論し、労働安全衛生の充実・

強化を図るよう要請しておく。 

感染症対策については、あらゆる感染症に備え、市民対応を行う職場の安全を確保するた

め、アルコール消毒、マスク等を配備するなどの感染症対策を講じるように要請しておく。 

自然災害対策については、局として、初期初動体制の充実強化や職員の防災意識の高揚を

図るため、南海トラフ巨大地震を含めた大規模災害の発生を想定した職員参集訓練や災害対

策本部設置運用訓練等を実施し、的確な行動ができよう各職員に対し周知・徹底すると説明

があったが、災害時に誰もが適切かつ迅速な行動がおこなえるよう、あらゆる災害を想定し

た訓練の実施を求めておく。また、災害時は、平常心が保てないことも想定し、どんな状況

下でも全職員が適切かつ迅速な行動ができるようマニュアルのアップデートを行うよう求め

ておく。 
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次に、被服についてであるが、特に調理用被服については、再三再四、訴えてきた貸与数

については、局として検討を頂けているところであるが、貸与時期についても早急に対策す

るよう求めておくとともに安全性、清潔性に向けて、取り組むよう求めておく。 

 

（所属） 

ただいま、支部長から市従市民生活支部として述べられた内容について、業務執行体制に

ついて、繰り返しになりますが、専ら職制が自らの責任と判断において行う管理運営事項と

して、職員がこれまで培ってきた知識、技術、経験を考慮した配置を行い、最大限の行政サ

ービスが提供できるよう取り組んでまいる。 

被服について、引き続き、熱中症予防対策や調理作業における労働安全衛生など、さまざ

まな観点から検討が必要なことから、業務実態を把握し、安全衛生委員会とも連携を図り、

検討を重ねてまいりたいと考えている。 

 

（支部） 

業務執行体制については、再度、お伝えをする。 

職員が減っていく状況が想定できる環境下では、先が見通せない不安に駆られ、組合員一

人ひとりのメンタル面に悪影響を及ぼしており、本来のパフォーマンスを発揮させることが

できない環境を作り出していることを局として十二分に理解し、組合員が持つ「技術・技能・

知識・経験」を十分に引き出せる環境を整え、その能力を継続的に次世代へと継承ができ、

組合員一人ひとりが「働きがい・やりがい」をもって業務に就くことができる業務執行体制

の確立に向けて、技能職員の継続的な採用をおこなうよう強く要請しておく。 

また、今後、新設や建替えられる「こども相談センター」については、一人ひとりのこども

の状況に適した支援をおこなうには、こどもたちの状況を受け止める組合員一人ひとりの心

も身体も健康が前提となるため、要員配置も含めて、あらゆる対策を講じるよう要請してお

く。 

被服については、安全性、清潔性に向けて、取り組みを強化するよう求めておく。 

最後に、組合員については、通常業務と共に、局事業の的確な推進を第一義とした新たな

業務を適宜積み上げ、局の円滑な運営に大きく貢献していると認識している。 

局はこのことをしっかり認識したうえで、早急に組合員が持つ無形財産を継続的に次世代

へ継承ができる対策を講じるため、要員確保をおこなうよう改めて強く求めておく。 

今後、経営形態及び事務事業の見直しや業務変更に伴って、組合員の勤務・労働条件を変

更する場合は、労使合意が大前提という労使間ルールを遵守し、十分な交渉・協議をおこな

うよう強く要請しておく。その上で、本日の局からの回答について、一定了解する。 

 

（所属） 

これをもちまして「2025 年度勤務労働条件に関する要求書」にかかる回答交渉を終わる。 


